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第4章  プロジェクトの評価  

4-1  事業実施のための前提条件  

本計画の事業実施にあたっては、「カ」国側による以下の負担事項が確実に行われる

ことが前提条件となる。  

• 「カ」国政府が、商業者の一時移転手続、環境影響評価手続、建設許可取得、運

営維持管理体制の立ち上げ、免税手続等、「3-3 相手国側分担事業の概要」及び協議

議事録に示された負担事項についてそれぞれ適切な時期までに確実に実行すること。 

• 計画サイトにおける治安と安全が確保されていること。  

• 既存水揚場・市場の利用者、近隣住民等の関係者が引き続き計画に反対しないこ

と  

 

4-2  プロジェクト全体計画達成のために必要な相手方投入 (負担 )事項  

本計画の効果を発現・持続するための「カ」国側が取り組むべき事項は以下のとお

りである。  

• 運営維持管理体制について法的、財政的な枠組みを明確にし、適切な時期

に運営委員会の設立及び人員の雇用を行うこと。  

• 運営委員会が、新設施設の規約類の作成に積極的に取り組むこと。  

• 運営開始前及び運営開始直後においては、「カ」国側により必要な予算措

置を行うこと。  

• 収入が継続して不足し、累積赤字が積み上がった場合は「カ」国政府が責

任をもって対処すること。  

• 施設、機材の設備の保守・更新のための維持管理費用の資金貯蓄・予算措

置を適切に行い、分離した独立口座で資金を適切に管理し、財務状況を監

査により適切に監視する。  

• 利用者に利用規則を周知させ、施設施設を正しく使用し、衛生状態を良好

に保持つこと。  

• アクセス道路及び排水溝が CUD の下、住民により正しく日常管理がされ

ること。  

 

4-3  外部条件  

プロジェクトの効果を発現、持続するための外部条件は、以下のとおりである。  

・既存市場・水揚場の利用者が、新施設の運用開始までの期間、活動を継続し、完

工後は速やかに施設内に移動すること。  

・大統領緊急案件の計画道路が「カ」国側により計画通りに整備されること。  

・ユプウェ近郊の漁民キャンプでの漁業活動が引き続き、ユプウェへの水揚げが継
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続されること。  

 

4-4 プロジェクトの評価  

4-4-1 妥当性  

 本計画の実施により、既存ユプウェ水揚場に水産物を水揚げする漁民、人や物資

を運搬するトランスポーター、既存市場やその周辺で活動する鮮魚仲買・小売人／

生鮮小売人、燻製魚加工・仲買・小売人、商店主などに対し、継続して活動するた

めの衛生的な場が提供される結果、生産システムの近代化や水揚げ後の漁獲物の品

質保持、安全な食糧の持続的な提供などを目標とする「カ」国政府の水産分野の開

発計画に寄与すると期待される。従って本プロジェクトを我が国の無償資金協力に

より実施する妥当性は高いと判断される。  

 ユプウェ水揚場・魚市場には、ユプウェ周辺の漁民キャンプからの水産物が集ま

ると共に、漁民キャンプへ向けて物資が輸送されており、本計画の直接裨益人口は、

ユプウェ及び周辺の漁民キャンプで漁業活動に従事する漁業従事者約 36 千人とな

る。  

 

4-4-2 有効性  

 本プロジェクトの有効性については以下の効果が見込まれるため、十分高いと判

断される。  

 

4-4-2-1 定量的効果 

(9) 水産物の品質劣化の減少  

指標名  基準値  
(2015 年実績値 ) 

目標値（2022 年）

（事業完成 3 年後）

屋根下で直射日光や雨の影響なし

に鮮魚販売を行える店舗数  
仲買店 0 店  
小売店 0 店  

仲買店 75 店  
小売店 70 店  

 

露天で直射日光下で鮮魚販売を行っているため、魚体温度が上昇し、鮮度劣化が急

速に進んでいる。現地調査時の鮮魚取り扱い販売店数は仲買店数 75、小売店数 70、

全店舗が露天であり、直射日光下で鮮魚販売を行っていた。新設市場の屋根で直射

日光を遮り、雨水による魚体汚染を防ぐことにより、品質劣化速度の減衰ができる。  

事業実施により、75 仲買店、70 小売店は新設市場施設に収容され、既存鮮魚販売店

で露店販売する店舗はなくなる。新設市場の完成を契機として新規参入が予想され

る鮮魚販売店については、現況では仲買店の鮮魚販売が終了した後に鮮魚小売店が

開店し、時間差により路上の限られた営業スペースを有効に利用する営業形態がと

られており、新設市場においても同様に時間差により営業スペースを有効利用する
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管理がなされることにより、計画施設内に収容できると考えられる。  

 

(10) 運搬船の作業の効率性、安全性の向上  

指標名  基準値  
(2015 年実績値 ) 

目標値（2022 年）  
（事業完成 3 年後）

大型木造運搬船荷役作業時間  
（分）  

積卸時間：120 分  
積載時間：120 分  

積卸時間： 60 分  
積載時間：   60 分  

 

運搬船による漁民キャンプからの貨物は漁獲物（燻製品及び鮮魚）が主である。燻

製品は一梱包が大きく、重量が重い。鮮魚は冷蔵庫等を利用した保冷ケースに氷を

入れて運搬されてくる。大型木造運搬船の荷下ろし作業は、一個当たりの荷物が大

きく、重量物も運ぶことから、人力による荷役に 2 時間程度掛かっている。出港時

にも同じく、漁民キャンプ向けの飲料や農産物などの食糧品、雑貨、家電、生活物

資など、あらゆるものを運ぶ為、乗客待ち、荷物の積み込みには長時間を要してい

る。長時間待機する大型運搬船は、時間の経過と共に潮位が下がると船底が着底す

るので、水位に応じて船の場所を逐次移動する必要があり、一層積載に要する時間

が延びる不都合が生じている。  

事業実施により、ジブ・クレーンの設置により重量物取り扱い作業が軽減されるこ

と、直立岸壁が整備され、積載・積卸作業中に船の移動をする必要がなくなること、

積載・積卸作業ができるバースが増えることなどにより、積卸時間、積載時間共、

１時間の短縮が可能となる。  

 

4-4-2-2 定性的効果 

(1) ユプウェ水揚場の荷役作業の安全性が向上する。  

(2) ユプウェ水揚場が安全で衛生的な沿岸漁業振興拠点であるとの「カ」国内での

認知度（評価）が高まる。  

(3) ユプウェ水揚場において水産物の鮮度が向上する。  
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1．調査団員・氏名 

 

担当分野 名前・所属 

1 

総 括（第 1 次調査） 三国 成晃 JICA 農村開発部参事役 

総 括（概要説明） 杉山 俊士  JICA 農村開発部 国際協力専門員 

2 

計画調整（第 1 次調査） 土井 すみれ
JICA 農村開発部 農業・農村開発第二

グループ第五チーム 

計画調整（概要説明） 田中 博之 
JICA 資金協力業務部  

実施監理第三課 

3 
業務主任/ 

運営維持管理計画① 
高橋 邦明 水産エンジニアリング株式会社 

4 
副業務主任/環境社会配慮/

運営維持管理計画② 
安井 京子 水産エンジニアリング株式会社 

5 建築・施設設計 内田 昭 水産エンジニアリング株式会社 

6 海洋土木設計 隠木 俊人 水産エンジニアリング株式会社 

7 道路整備設計 廣瀬 末雄 株式会社アンジェロセック 

8 
水産流通①/ 

機材・調達計画 
山根 聡 水産エンジニアリング株式会社 

9 水産流通② 佐藤 信 インテムコンサルティング株式会社

10 積算/設備計画/施工計画 小林 則雄 株式会社アンジェロセック 

11 自然条件 和知 裕一 水産エンジニアリング株式会社 
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2．調査日程（第 1 次調査） 

  

JICA
業務主任／

運営維持管理計画①

副業務主任／
環境社会配慮／

運営維持管理計画②

建築・施設計画 海洋土木設計 道路整備設計
積算／設備設計／施工計

画
自然条件

水産流通①／機材・調

達計画
水産流通②

1 11/2 月

2 11/3 火
サイト確認 サイト調査

3 11/4 水
再委託先との打合せ・

サイト確認
ユプウエ市場調査

4 11/5 木
自然条件調査準備 ユプウエ市場調査

5 11/6 金
自然条件調査 ユプウエ市場調査

6 11/7 土

7 11/8 日

サイト調査 サイト調査 既存施設調査 自然条件調査 ユプウエ市場調査

羽田(00:30）✈パリ

(05:30)(11:00)✈ドゥア
ラ(17:25)

8 11/9 月

ドウアラ市関係機関と

の協議

ドアラ市内水産物流通

調査
ｻｲﾄ視察調査

9 11/10 火
ウーリー県庁との協議 ドアラ市内水揚場調査

ドゥアラ市内水揚げ場
調査

10 11/11 水

羽田(00:30）✈パリ
(05:30)(11:00)✈ドゥア

ラ(17:25)

自然条件調査
ドアラ市内水産物流通
調査

漁民キャンプ調査、市
関係機関との協議

11 11/12 木

漁民キャンプ社会調査 移転手続きの調査 建築関連機関調査
羽田(00:30）✈パリ
(05:30)(11:00)✈ドゥアラ
(17:25)

サイト調査 自然条件調査

12 11/13 金
自然条件調査

ドアラ周辺の主要水揚

場調査
アンケート調査準備

13 11/14 土
運営管理調査 既存市場調査

既存施設利用状況調

査
土木施設計画調査 道路計画調査 自然条件調査

ユプウエ市場の水揚／

販売状況調査

対象漁船・集荷船・水

揚量調査

14 11/15 日
運営管理調査 環境影響評価

既存施設利用状況調
査

土木施設計画調査 道路計画調査 自然条件調査
ユプウエ市場の水揚／
販売状況調査

対象漁船・集荷船・水
揚量調査

15 11/16 月

運営管理調査 環境影響評価
既存施設利用状況調
査

土木施設計画調査 道路計画調査 自然条件調査
ユプウエ市場の水揚／
販売状況調査

燻製加工施設視察

16 11/17 火
運営管理調査

露天市場の店舗状況

調査

既存施設利用状況調

査
土木施設計画調査 道路計画調査 自然条件調査

ユプウエ市場の水揚／

販売状況調査

対象漁船・集荷船・水

揚量調査

17 11/18 水

羽田(00:30）✈ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ

(15:15)
運営管理調査

露天市場の店舗状況

調査

既存施設利用状況調

査
土木施設計画調査 交通量調査 自然条件調査

18 11/19 木

ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ(10:40)✈ﾔｳﾝﾃﾞ
(19:25)

運営管理調査
露天市場の店舗状況
調査

既存施設利用状況調
査

土木施設規模設定調査 交通量調査 自然条件調査
漁民キャンプ社会調査
（Yoyo等）

対象漁船・集荷船・水
揚量調査

19 11/20 金

JICA/大使館表敬、関係機
関と打合せ

運営管理調査
露天市場の店舗状況
調査

施設計画調査 土木施設規模設定調査 交通量調査 自然条件調査
既存製氷施設・氷流通
量の調査

製氷施設調査

20 11/21 土

ﾔｳﾝﾃﾞ→ｸﾘﾋﾞ→ﾄﾞｳｱﾗ　クリビ
零細漁業センターの運営管

理視察

クリビ零細漁業セン

ターの運営管理視察
漁民キャンプ社会調査 施設計画調査 土木施設規模設定調査 交通量調査 自然条件調査

漁民キャンプ社会調査

（Cap Cameroun）

クリビ零細漁業セン

ターの運営管理視察

21 11/22 日

露天市場の店舗状況

調査
施設計画調査 土木施設規模設定調査 既存道路調査 自然条件調査 資料整理 資料整理、団内協議

22 11/23 月
土木施設規模設定調査 既存道路調査

羽田(00:30）✈パリ(05:30)

(11:00)✈ドゥアラ(17:25)

自然条件調査の結果

確認

ユプウエ市場の水揚／

販売状況調査

ユプウェの漁業統計収

集方法について調査

23 11/24 火

資料まとめ

ドゥアラ（23:55）✈
既存道路調査 サイト確認

資料整理、補足調査

ドゥアラ（23:55）✈

ユプウエ市場の水揚／

販売状況調査

公設市場視察

漁業統計データ分析

24 11/25 水
✈(06:25)パリ✈ アクセス道路調査 関連法規・規制の確認 ✈(06:25)パリ✈ 水産物流通調査

水揚場入退場者数の

調査

25 11/26 木
✈東京 アクセス道路調査 関連法規・規制の確認 ✈(09:35)羽田

ドアラ市内公設市場調
査

燻製魚流通調査

26 11/27 金
アクセス道路調査 既存施設の確認

ドアラ市内公設市場調

査
運搬業者の調査

27 11/28 土
施設計画調査 アクセス道路調査 既存施設の確認 水産物物流調査

ドゥアラ市内水揚げ場

調査

28 11/29 日
資料整理、団内協議 資料整理、団内協議 資料整理、団内協議 資料整理、団内協議

29 11/30 月
アクセス道路調査 既存インフラ調査

ドアラ市内公設市場調
査

市場利用状況調査
ミニッツ署名

30 12/1 火
一時移転調査 施設計画調査 アクセス道路調査 既存インフラ調査 機材調達調査

水揚げ量調査結果取り
まとめ

31 12/2 水

ヤウンデ（23:50）✈ 補足調査 一時移転調査 施設計画調査 アクセス道路調査 積算・施工計画調査 機材調達調査
MINEPIA統計担当者と
漁獲統計に関する協議

32 12/3 木

✈(05:20)ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ(20:50)✈ 補足調査 一時移転調査
施設利用者聞き取り
調査

アクセス道路調査 積算・施工計画調査 機材調達調査 ドゥアラ漁港視察

33 12/4 金

✈東京
資料整理

ヤウンデ（23:50）✈
アクセス道路調査 積算・施工計画調査

補足調査・資料整理

ドゥアラ（23:55）✈

鮮魚・燻製魚販売人と

の協議

34 12/5 土

✈(06:30)パリ✈ アクセス道路調査 積算・施工計画調査 ✈(06:25)パリ✈
鮮魚・食料品店舗数計
測

35 12/6 日
アクセス道路調査 資料収集 ✈東京 ドゥアラ→ヤウンデ

36 12/7 月
アクセス道路調査 積算・施工計画調査

MINEPIA統計担当者と

漁獲統計に関する協議

37 12/8 火

補足調査・資料整理
ドゥアラ（23:55）✈

積算・施工計画調査
MINEPIA統計担当者と
漁獲統計に関する協議

38 12/9 水
✈(06:25)パリ✈ 積算・施工計画調査 リンベ水揚げ場調査

39 12/10 木
✈東京 積算・施工計画調査

補足調査・資料整理
ドゥアラ（23:55）✈

40 12/11 金
積算・施工計画調査 ✈(06:25)パリ✈

41 12/12 土
積算・施工計画調査 ✈東京

42 12/13 日
資料収集

43 12/14 月
設備設計調査

44 12/15 火
設備設計調査

45 12/16 水
設備設計調査

46 12/17 木
設備設計調査

47 12/18 金
設備設計調査

48 12/19 土
設備設計調査

49 12/20 日

資料整理

ドゥアラ（23:55）✈

50 12/21 月
✈(06:25)パリ✈

51 12/22 火
✈東京

関係機関協議、再委託先との打合せ

運搬人との協議

羽田(00:30）✈パリ(05:30)(13:55)✈ヤウンデ(20:25)
羽田(00:30）✈パリ(05:30)(11:00)✈ドゥアラ

(17:25)

JICA/大使館表敬、関係機関と打合せ

関係機関協議、インセプション説明・協議

関係機関協議、インセプション説明・協議

ﾐﾆｯﾂ案協議

ドウァラ市との協議、ステークホルダー会議

ヤウンデ→ドウアラ、サイト視察

サイト調査

関係機関との協議、大統領緊急案件についての調査

ドウァラ市との協議、AGECOMYとの協議

自然条件調査

漁民キャンプ社会調査（Yoyo等）

漁民キャンプ社会調査（Cap Cameroun、
Manoka)

✈東京

関係機関への報告、補足調査・資料整理

ドゥアラ（23:55）✈

✈(06:25)パリ✈

関係機関との協議／ウーリー県知事表敬

一時移転対象者との協議、ドウアラ市関係機関との協議

ウーリー県庁との協議

資料整理

ミニッツ署名

ドウアラ→ヤウンデ、JICA, 大使館報告

ﾐﾆｯﾂ案協議

ﾐﾆｯﾂ案協議
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調査日程（概要説明）

JICA
業務主任／

運営維持管理計画①

副業務主任／

環境社会配慮／

運営維持管理計画②

建築・施設計画 海洋土木設計

1 6/20 月

2 6/21 火

3 6/22 水

4 6/23 木

5 6/24 金

6 6/25 土

7 6/26 日

8 6/27 月

9 6/28 火

10 6/29 水 東京✈ 道路計画に関する確認 EIA進捗の確認

11 6/30 木 ✈パリ✈ドゥアラ

12 7/1 金

13 7/2 土

14 7/3 日

15 7/4 月

16 7/5 火

17 7/6 水

18 7/7 木

19 7/8 金

20 7/9 土

21 7/10 日

東京✈

✈パリ✈ヤウンデ

ヤウンデ→ドゥアラ

JICA表敬、関係機関との打合せ

ドゥアラ市関係機関協議、相手国負担事項の確認

報告書作成・資料収集

ミニッツ協議、ミニッツ署名

東京✈

サイト視察、団内協議

ドゥアラ市役所と運営体制についての協議

サイト調査 ✈パリ✈ドゥアラ

サイト調査、道路計画に関する確認

道路計画に関する確認

MINEPIAとの協議、ユプウェ地区長会との面談

✈パリ✈

✈東京

ドゥアラ→ヤウンデ、MINIPIA大臣表敬、大使館報告

資料収集、補足調査、ヤウンデ✈ 補足調査、ドゥアラ✈

サイト調査

✈パリ✈

✈東京

クリビ零細漁業センター訪問 サイト調査

サイト調査、ミニッツ作成

ウーリー県知事表敬、ミニッツ協議

サイト調査、ミニッツ作成
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3．面談者リスト 

役職 氏名

牧畜･漁業･畜産省

大臣 TAIGA

漁業・養殖・漁業産業局　局長 Belal Emma

漁業・養殖・漁業産業局　副局長 Kemgang Henry Serge

漁業・養殖・漁業産業局　副局長 Abadome François

リトラル州代表 René Saleu

ウーリー県支局長 Mimbang Guy Iréné

企業漁業・零細漁業部長補佐 Terunce Ngochap

養殖業務部長補佐代行 Jahoun Rodrigue

企業漁業技術部長補佐代行 Obougoce Yollounde Sybel

内水面・海洋漁業課　課長 Yepka Joseph Achille

牧畜･漁業･畜産省 リトラル州支局　企業・零細漁業課長 Isma-il Abd-el Nasser

海洋資源課課長 Fantong Lealous Gietbong

企業漁業課課長 Motokwan David

養殖局長補佐 Ngalat Diwine

漁業活動管理・監視課　課長 Etah Collins Ayuk

漁業活動管理・監視部 　国家監視官No.2 Otete Bikimi

漁業活動管理・監視部 　国家監視官No.3 Takumbo Boris

漁業活動管理・監視部 　国家監視官No.4 Anong Patrice

協力業務・調査第一支援 Bipan Epe Mandi

養殖施設課 Domwa Mathieu

養殖課 Ndjonjip Yves

MIDEPECAM所長 Abali Biliceu

クリビ零細漁業センター

所長 Nana Tabet Privat Arsène

ウーリー県　県庁

県知事 Naseri Paul Bea

ウーリー県庁　第2顧問 Besinga Ely Itone

生活課課長 Aboda Espe Nga Otabelo

地方開発課課長 Nanseu Yanrice

秘書 Nko Ambo Germaine

第2秘書 Kodidja Essomba Mysiam
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役職 氏名

ドゥアラ市

市長 Ntone Ntone Fritz

副市長 Mouhamadou Yadoubou

ドゥアラ市　第2顧問 Garba Bakari

ドゥアラ市　第3顧問 Menanga Michel

財務課長 Voundiowono Michel

ドゥアラ市投資部次長 Tchangang Kamnang Roger

都市計画部部長 Molle Nelle Christine

都市計画部部長補佐 Toto Lobe David

契約課課長 Ongolo Mtongo

第2技術顧問 Olivier Priso

都市化・公共衛生課課長 Dounbe Nkotte

公有地・土地台帳・土地問題省

事務局長 Fritzgerald Nasako

ウーリー県支局長 Bikok Francois

リトラル州支局長補佐 EUSABE Andre Marie

公有地部次長 Nadere Alan Wang

測量技師 Willy Djoukoue Tahckouteu

職員 Eyango Joseph Chirstian

ウーリー県支局長補佐 Djomegni Kouamou Laurant

ウーリー県支局計画課課長 Nkono André Avellin

土地台帳課課長 M'nedijang Aggu

農業・農村開発省

 ウーリー県支局長 KOUNGA Thomas

ウーリー県支局長補佐 LINWA Catherine

経済・計画・国土整備省

ウーリー県代表 Lonang Serge

公共事業省

ウーリー県代表 Etoundi Andre

次官 Philemon Zoo Zame

リトラル州代表 Mbousnoum Simon Pierre

生活・都市開発省

リトラル州代表 Ndjoh Félix Pierre

ウーリー県代表 Georges Oliver Nougang

ウーリー県支局 地方都市開発課課長 Martin Kemajou

ウーリー県支局 生活都市開発課課長 Talla Remi
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役職 氏名

ドゥアラ自治港

土地部部長 Ngansoula Howen

技術部長 Longin Ngankoula

技術部職員 Jean Claude Nkomo Ngbwa

運輸省

リトラル州支局 Ambeai Hans Ndonwi

ENEO（電気）

リトラル州・南西州支局長 Duclaire Xavier Djeuga

CDE（水）

ドウアラ市局局長 Chate

現場調査・技術支援課課長 Tchemo Robert

国立統計局

局長 Tamche Joseph

環境・自然保護・持続可能開発省

規則・規約・承認課課長 Kouong Kouyep Guy

ウーリー県代表 Eloundou Josephine

ウーリー県代表代理 Reine Djeunew

ウーリー県代表補佐 Ngoubou Serge

ユプウェ地区

ユプウェ長老 Priso Etonde

市場運営委員会 Toube Gilbert

ユプウェ地区長会

第3地区長 S.M Bebe Samuel

第3地区長夫人 Bebe Marie Therese

地区長顧問 Naispe Pape Claude

ブロック長 Moung George

第11ブロック長 Michelle Belembele

情報処理技術者 Koloito Joseph

第8ブロック長 Mdouf Ifnace

ユプウェ交番巡査 OP Minyem JC

第7ブロック長 Priso E Claud

第9ブロック長 Ndame Jean

運搬人組合

代表 Mpoh Mahop Valentin

会計責任者 Bayehe Joseph
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役職 氏名

大使 岡村　邦夫

 一等書記官 江草　恵子

専門調査員 吉野　佐和子

所長 梅本　真司

副所長 村岡　隆之

計画担当 Galamo Gaston

計画担当 Okodombe Agnès

在カメルーン日本大使館

JICAカメルーン事務所
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4．討議議事録 
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　（第1次調査）
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5．ステークホルダー協議議事録 

5-1. 一時移転対象の商業者協議（2015 年 11 月 11 日） 
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（仮 訳） 

Minute of public audition on November 11, 2015 

Within the framework of the project of  installation of the quay of unloading and fish market  in 

YOUPWE,  a  public  audition  took  place  by Wednesday November  11,  2015  in  the  conference 

room of MIDEPECAM. The meeting was chaired by Dr MIMBANG Guy Iréné, Divisional Delegate 

of  Livestock,  Fisheries  and Animal  Industries  (DDLFAI)  of Wouri,  assisted  by Dr.YEPKA  Joseph 

Achille, Head of the service of the continental and artisanal marine fishing and representative of 

the direction of fishing, aquiculture and halieutics industries. 

Also took part in this meeting : 

‐ JICA’s consultants as observers; 

‐ Representatives of AGECOMY; 
‐ Staffs of the divisional delegation of  livestock, fisheries and animal Industries of Douala 

11eme; 

‐ Staffs of Youpwe’s fish center;   

‐ Actors affected by the project’s site among them are smoked fish vendors who will be 

temporarily  relocated  to  the MIDEPECAM’s  site;  fresh  fish  vendors and  shops holders 

located along the access road to market, who will directly undergo the nuisances during 

the construction work. 

The attendant list is attached to this minute 

The meeting started at 10:00 am as planned and the agenda consisted of the following items: 

‐ Preliminary speech by the DDEPIA of Wouri and presentation of the parties  involved  in 

the project; 

‐ Presentation of the object of the meeting and    the contents of the project ; 

‐ Discussion  in  group  (group  of  the  smoked  fish  vendors  on  the  one  hand,  and  group 

sellers / shop owners located along the access road on the other hand) ; 

‐ Synthesis of work of groups ; 

‐ Others .   

 

1‐ PRELIMINARY SPEECH BY THE DDEPIA OF WOURI AND PRESENTATION OF THE PARTIES 

INVOLVED IN THE PROJECT 

The chairman welcomed and thanked all participants for showing interest to this project 

which  holds  the  attention  of  the  Cameroon’s  government  and  that  of  the  local 

authorities of DOUALA city.    Then he introduced all parties taking part to the meeting. 

He then confirmed the effective presence of the two main groups of actors concerned 

with this meeting. After that, Dr MIMBANG presented the purpose of the meeting.   

 

2‐ PRESENTATION OF THE OBJECT OF THE MEETING AND    THE CONTENT OF THE PROJECT   
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The DDEPIA of Wouri stated that the purpose of the meeting was to collect concerns and 

opinions from the actors about the forthcoming construction work, and to confirm once 

more their adherence to the project and to request their collaboration for the interviews 

which will be carried out under  the  Japanese consultant supervision.    Concerning  the 

content of work, the chairman explained that the project will endure about one year and 

half, and during  that period vendors will be  relocated  to  site of MIDEPECAM which  is 

only 200 meters away from the market. This site will be arranged so that the smoked fish 

vendors  continue  to  run  their  business  under  a  shed  as  it  is  the  case  in  the  existing 

market. After the construction work, the relocated vendors will return in priority to the 

new installations. 

  Tradesmen who  run businesses  along  the  access  road will not  be  relocated,  said Dr 

MIMBANG.   The  road will  be  built  by  subdividing  it  in  zone  and  it will  simply  be  a 

question of avoiding the zone of work. 

After giving those explanations, the chairman of meeting  introduced the questionnaire 

format  (attached), support of  the discussions  in group and he  requested  the actors  to 

form two groups (group of the smoked fish vendors on the one hand, and group sellers / 

shop  owners  located  along  the  access  road  on  the  other  hand)  in  order  to  discuss 

specific matters in each group.     

 

3‐ DISCUSSION IN GROUPS 

Two  facilitators were  appointed  for  the  discussions  in  groups. Dr MIMBANG was  for 

group A comprised with fresh fish vendors and shop owners located along the road; and 

Dr  YEPKA  for  group  B  comprised with  smoked  fish  vendors who will  be  relocated  to 

MIDEPECAM. 

Facilitators  in  each  group  shortly  presented  the  content  of  the  project  and  then 

requested participants  to express  themselves on  the basis of  specific questionnaire of 

each group.    Discussions  in groups were  smoothly done and  lasted approximately 45 

minutes. 

 

4‐ SYNTHESIS OF THE WORK OF GROUPS  

‐ About concerns     

Group A evoked the fact that the site of the MIDEPECAM should not be convenient for 

boats to accost and deliver fish because of mud and bank slope. The Chairman explained 

that  the  contents of  the work of  the MIDEPECAM’s  site envisage  the embankment  in 

order to correct those defaults and to enable boats to accost.   

Group B was worried owing to the fact that the MIDEPECAM’s site seems smaller than 

that of the existing market and could not accommodate all the smoked fish vendors. As 
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response,  Dr MIMBANG,  using  figures  explained  that  the MIDEPECAM’s  site  is much 

larger  than  that of  the market.    Indeed, exploitable space  in  the MIDEPECAM’s site  is 

larger than 3000 square meters whereas the market is built on 2800 square meters. 

 

‐ About the negative effects of work   

Both groups mentioned the risk of decrease  in revenues especially at the beginning of 

work  due  to  disorientation  of  clients.  Because  of  that  they  proposed  that  a  good 

communication  accompanies  the  beginning  of  work  in  order  to  reassure  and  direct 

clients (communication by radio television and public notice…). DDEPIA reassured them 

that their proposal will be taken into account when the project is carried out. 

Other negative effect participants evoked was noises and vibrations of machines, while 

mentioning that dust will be unimportant because the zone of Youpwe is constantly wet 

(more than 200 days of rain yearly…) 

‐ About their adherence to the project and their collaboration for interviews 

Both  groups  of  participants, without  any  condition  confirmed  their  adherence  to  the 

project. They also accepted the temporary relocation and offered their collaboration for 

interviews. 

‐ About their requests 

Both groups of actors vowed that  in case of needs  in the project  in terms of  local man 

power the youth of YOUPWE village must be taken in priority. 

At the end of this phase, the Chairman asked participants if that synthesis reflected the 

discussions of groups; they answered by a very long applause. 

 

5- Others   

Participants took speech to welcome the Japanese partners. They then sang and danced 

in  the  honor  of  the  consultants  and  thanked  them  for  their  participation  to  the 

development of YOUPWE community. The Chairman closed the meeting at 12 hours 00 

minutes 
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5-2. ステークホルダー協議（2015 年 11 月 24 日） 
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（仮 訳） 

Minute of public audition on November 24, 2015 

Within the framework of the project of  installation of the unloading quay and fish market  in 

YOUPWE,  a  public  audition  took  place  in  November  24,  2015  in  the  meeting  room  of 

MIDEPECAM.  The meeting was  chaired  by Dr MIMBANG Guy  Iréné, Divisional Delegate  of 

Livestock,  Fisheries  and  Animal  Industries  (DDEPIA)  in Wouri,  assisted  by Dr.YEPKA  Joseph 

Achille,  Head  of  the  continental  and  artisanal  marine  fishing  service  (SECAM)  and 

representative of the direction of fishing, aquiculture and halieutics industries (DPAIH). 

Also took part to that meeting : 

‐ Members of JICA’s mission as observers; 

‐ Representatives of the actors from the various branches of activities who operate on the 

project site. 
‐ Staffs of the divisional delegation of  livestock, fisheries and animal Industries of Douala 

11eme; 

‐ Staffs of Youpwe fish center;   

‐ Head of the police of Youpwe 

The attendant list is attached to this minute 

The meeting started at 14:00 am as planned and the agenda comprised the following items: 

‐ Preliminary speech by the DDEPIA of Wouri and  introduction of the parties  involved  in 

the project; 

‐ Presentation of the object of the meeting and content of the project ; 

‐ Exchange  on  the  main  difficulties  encountered  related  to  the  activities  and  life  in 

Youpwé, and proposals of solutions ; 

‐ Exchange on the temporary relocation of sellers to the MIDEPECAM’s site 

‐ Exchange on main women specific difficulties and complaints   

‐ Exchange on the management system of the future market   

‐ Others . 

   

6‐ PRELIMINARY SPEECH BY THE DDEPIA OF WOURI AND PRESENTATION OF THE PARTIES 

INVOLVED IN THE PROJECT 

The chairman welcomed and thanked all participants for showing interest to this project 

whose  they  are  the  beneficiaries  and  which  holds  the  attention  of  the  Cameroon’s 

government and  the  local authorities of DOUALA city.    Then he  introduced all parties 

taking part  to  the meeting. He  then  confirmed  the effective presence of  at  least one 

representative of each sector of activity. After that, Dr MIMBANG presented the purpose 

of the meeting.   
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7‐ PRESENTATION OF THE OBJECT OF THE MEETING AND    THE CONTENT OF THE PROJECT   

The DDEPIA of Wouri  stated  that  the purpose of  the meeting was  to collect  the main 

difficulties encountered by operators in their businesses and during their stay on the site 

of  Youpwe;  to  collect  their  worries;  to  confirm  their  agreement  for  the  temporary 

relocation; and to make sure they are willing to participate to management of the future 

market.     

The chairman gave speech to attendants to make sure they understood the content of 

project which was widely  explained  in  previous meetings.  The  representative  of  fish 

merchants highlighted that the project consists of the construction of an unloading quay 

and a new fish market. She precised that those facilities will be built on a space where 

there is no inhabitant and during the construction work, the market will be temporarily 

relocated  to  the MDEPECAM’s  site. Another participant  explained  that  the  temporary 

site will be arranged so that vendors continue to run their business under a shed as that 

is  the  case  in  the  existing  market.  After  the  completion  of  the  construction  work, 

vendors who will be temporarily relocated will came back in priority to the new facilities. 

Everybody applauded to express their agreement with what had just been said about the 

project. 

 

8‐ EXCHANGE ON THE MAIN DIFFICULTIES ENCOUNTERED RELATED TO THE ACTIVITIES AND 

LIFE IN YOUPWÉ, AND PROPOSALS OF SOLUTIONS   

The  actors  were  invited  to  speak  according  to  sectors  of  activities  because  these 

difficulties may be specific to each one of these sectors.   

The  following  table  presents  the  difficulties which were  underlined  according  to  the 

branches of activities, and the recommended proposals of solutions. 

 

SECTOR OF ACTIVITY  DIFFICULTIES ENCOUNTERED    PROPOSALS OF SOLUTIONS 

Fish processors  Narrow  space ; Antiquated(old  fashion) 
smoking ovens 

To  process  improved 
smoking ovens 

Smoked fish vendors    Insufficient  aeration  and  ventilation 
inside the shed; very high temperature 

Construction  of  an 
adequate    shed 

Fishermen  No  constructed  quay;  Lack  of  lighting 
during  the  unloading  operations which 
take  place  in  nights;    soil  unclean; 
destruction of  fishing nets by  industrial 
fish vessels ; high and fluctuate price of 
ice ; lack of scale   

Construction  of  a  quay; 
installation  of  street  light; 
intensification  of 
monitoring by patrol boats, 
acquisition  of  scale; 
stabilization of the ice price 

Fish merchants  Difficult  access  the  no  constructed 
quay; dusty  and unclean  soil,  sabotage 
and  unfair  competition  by  sellers  from 
the surrounding markets 

Dedication  of  a  fresh  fish 
selling  area  in  the  new 
market;  construction of  an 
unloading quay, installation 
of  a  laboratory  to  certify 
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fish from Youpwe 

Outboard  engine 
mechanics     

Repetitive  interruption  in  the provision 
of  original  spare  parts;  use  of  spare 
parts  that  are poor quality;  antiquated 
workshops 

Installation  of  original 
spare  parts  shop, 
construction  of  modern 
workshop. 

Shop runners  Very narrow available space  Construction  of  more 
spacious shops 

Scalers    Rudimentary  and  inappropriate 
equipment  (  tables  made  of  old 
timber …) ; traditionally made scraper 

Acquisition  of  modern 
equipment 

Shrimp sellers  Lack  of  storerooms  for  goods; 
fraudulent  shrimp  export  towards  the 
close countries 

Construction of storerooms 
for goods; intensification of 
monitoring by patrol boats 

Fruit  and  vegetable 
sellers 

Lack of  storerooms  for  goods;  absence 
of space for this specific activity 

Construction  of  specific 
counters for this activity of 
the drawers of storage 

Meat and fish braisers  Antiquated oven  Construction  of  modern 
ovens 

Ice producers and sellers  Apparent break of ice provision   

Transporters  Lack  of  an  office  to  better  coordinate 
activities 

Construction  of  an  office 
for transporters 

  

It  is  important  to  specify  that,  certain  actors,  independently  of  their  branches  of 

activities, deplored  the  fact  that  information does not  circulate  sufficiently within  the 

AGECOMY and wished  that  the  situation be  corrected  in  the  future. As  solution,  they 

suggested that reports have to be made and displayed on the board after meetings so 

that everybody is aware. 

   

9‐   EXCHANGE ONE THE TEMPORARY RELOCATION OF SELLERS TO THE MIDEPECAM' S SITE   

The Chairman recalled what means the temporary relocation that will  last the duration 

of work, which is to say approximately 18 months. On this subject, the actors expressed 

worries  on  the  fact  that  other  people  could  be  installed  on  the  new market  on  the 

detriment of the actors who are currently present on the site. They were informed that a 

census operation is currently going on which means that same actors will be installed in 

priority on the new site 

 

10‐   EXCHANGE ON MAIN WOMEN SPECIFIC DIFFICULTIES AND COMPLAINTS   

About the specific difficulties and complaints, women worried about the  lack of toilets 

and  drinkable  water.    They  proposed  that  specific  cloakrooms  and  toilets  be 

constructed  for women.  They  also  hoped  a  better  implication  of  the women  in  the 

management of the market.     
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11‐ EXCHANGE ON THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE FUTURE MARKET 

The daily management of the future market will incumbent to the Urbane Community of 

Douala  together  with  the main  beneficiaries,  the  DDEPIA  of Wouri  explained  to  all 

participants.  Quality  inspections  of  fishing  products  will  be  done  by  MINEPIA.  The 

chairman asked the operators  if they are ready to take part  in the management of the 

new  facility.  The  actors  agreed  and  they  wished  that  their  representatives  in  the 

management committee be consensually designated by themselves. 

 

12‐ OTHERS 

The  head  of  the  JICA’s mission  thanked  all  the  participants.  He  underlined  that  JICA 

bestowed great attention to the people opinions. He promised that there will certainly 

be a meeting room and a board to facilitate a good circulation of information.     

Participants welcomed the Japanese partners. They then sang and danced  in the honor 

of the JICA’S mission. They requested JICA’s mission accelerate procedures because, that 

project is really expected by people. 

  The Chairman closed the meeting at 16: 00 minutes 
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5-3. ステークホルダー協議出席者リスト 

一時移転対象の商業者協議（2015 年 11 月 11 日） ステークホルダー協議（2015 年 11 月 24 日） 

  

ユプウェ市場書記官 Tche Peyanni

ユプウェ市場役員 Priso Etonde Claude

ユプウェ市場調整員 MAWEL 

燻製市場調整員 Nkembe Bezell Tuche

小売人組合副組合長 Djone Ebene

小売人 Mbakou Daehe

小売人 Elangue Monfrais

小売人 Mauef Ignace

小売人 Nloga Polycarpe

小売人 Lambo Etame Ebenezer

小売人 Gil Bert Toube

小売人 Songeu Brigitte

小売人 Totokodibi Augustin

小売人 Nandjou Alain

小売人 Edjoh Abraham

小売人 Nsugbe Guillaune

小売人 Ngong Ambain Simon

小売人 Ngoseh Sosseph

小売人 Ngoyo Kandem

荷捌組合代表者 BateBanks Victor

トランスポーター組合代表者 Mpoh Mahop Valentin

氷販売人代表 Salle salle Francais

氷販売人 Ekwo Bienvenu

氷販売人 Ngaleke Jones

氷販売人 Totokodibi Eric

氷販売人 Peguem Lodiali Jabaise

加工人 Ngo Ndjom Berthe

加工人 Nkwin Bernadette

加工人 Eboi Frida Tiku

加工人 Dommo Sirince

加工人 Tah Marthe

MINEPIA

ウーリー県支局長 Mimbang Guy Iréné

ドゥアラII区支局長 Ghomsi Alan

零細漁業課課長 Yepka Joseph Achille

ユプウェ事務所所員 Deula Ahmed Claude

ユプウェ事務所所員 Ngueping Koulie Flavie

ユプウェ事務所所員 Megnan Njiahouo Rahimato

AGECOMY 代表 Toube Gilbert

AGECOMY 役員 Nhemae Pazell

ユプウェ市場書記官 Tche Peyanni

小売人組合副組合長 Djone Ebene

小売人 Tchewo Marie

小売人 Nguea Gole

小売人 Ndden Rwos

小売人 Oben Nauseen

小売人 Ebelle Techaise

小売人 Ngok Gue Nicolas

小売人 Dzukou Emmanuel

小売人 Kdondeck Dissane Jaques

小売人 Lambue Tame 

小売人 Tinbuty Swe

小売人 Yaleu DJ Piorrette

小売人 Wandji Nankap

漁民 Toube Gilbert

漁民 Dipita Roger

漁民 Mouyombo Francois

加工人 Ngo Ngwer Faniet

加工人 Mboa Felicite

加工人 Dcdmmo Sirince

加工人 Bodeya Eunica

加工人 Ngo Bikai Zalita

氷販売人代表 Salle salle Francais

氷販売人 Pokowache Essonbe

氷販売人 Mattas Tembi

氷販売人 Ekwo Bienvenu

荷捌組合代表者 BateBanks Victor

トランスポーター組合代表者 Mpoh Mahop Valentin

ユプウェ長老 Priso Etonde

MINEPIA

ウーリー県支局長 Mimbang Guy Iréné

ドゥアラII区支局長 Ghomsi Alan

零細漁業課課長 Yepka Joseph Achille

ユプウェ事務所所員 Deula Amand Claude
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7．ソフトコンポーネント計画 

 

カメルーン国 

ドゥアラ市ユプウェ水揚場・魚市場整備計画 

ソフトコンポーネント計画書 
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水産エンジニアリング株式会社／株式会社アンジェロセック 
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1. 背景 

カメルーン国（以下「カ」国）では国内の内水面及び海面漁業生産量を魚類需要が大き

く上回っており、毎年 10-20 万トンの輸入をしている。安価な動物蛋白供給源として今後一

層需要が増大する見込みの水産物を安定的に供給するためには、国内の年間水揚げ量の 90%

以上を占めている零細漁業の振興が重要である。 

本計画地であるユプウェは「カ」国最大の商業都市であるドゥアラ市とウーリー河下流

の広大なマングローブ域との接点に位置する水揚場であり、周辺漁村を含めて年間約 8,000

トンの鮮魚、約 6,700 トン（原料魚の重量換算値）の燻製加工品が陸揚げされ1、漁民約 750

人、仲買人 450 人、小売人 170 人、その他、何らかの形で漁業に携わっている人を加える

と漁業関係者数は約 35,000 人になる2。しかしながら、水揚げ施設が整備されていないため、

危険かつ非効率的な条件下での水揚・荷捌き作業を余儀なくされている。また、鮮魚市場

が整備されていないため、鮮魚の処理及び取引は、路上において炎天の下、非衛生的な環

境で行われている。燻製魚は既存建物内で取引されているものの、水道や公衆便所がなく

労働環境の改善が必要な状況である。これらの問題により流通している水産物の価値が毀

損し、漁獲後損失を増大させているため、漁業関係者の所得向上、水産資源の有効活用等

の観点から大きな問題となっており、安全かつ効率性の高い水揚げ施設及び衛生的な魚市

場の整備が課題となっている。 

 このような状況を受け、『カメルーン国ユプウェ水揚場・魚市場整備計画』では、零細漁

業活動従事者の労働環境の改善、鮮魚の衛生的な取扱い及び安全で効率的な漁業活動を実

現させるため、水揚場や既存市場の整備、荷捌機材の供与、アクセス道路や排水設備の整

備などを計画している。 

 

「カ」国の法令では市場及び市場施設の運営維持管理は各市町村の権限と責任において

行うと規定されている。既存の燻製魚の市場でも、運営、維持管理は AGECOMY（ユプウ

ェ市場事業者組合）の協力のもとドゥアラ市役所（以下「CUD」）により行われており、牧

畜・漁業・畜産省（以下「MINEPIA」）はユプウェ事務所で統計収集と共に、ユプウェの鮮

魚売り場及び燻製魚市場で販売している水産物の品質検査を行っている。しかし、ドゥア

ラ市に近代的な生鮮市場が存在しない現状では CUD による市場運営管理は市場税の徴収、

施設の修理整備、ゴミ収集、業者組合のモニタリングなど、市の一般業務の枠を超えない

範囲に限定されており、市場利用者や出店者の利便性や物流の効率性の向上、市場の衛生

環境の維持などの公共市場の基本的な機能に関わる分野での管理運営は最小限しか行われ

ていない。徴収された市場税は市の一般財源として収納されているので、ユプウェ市場の

管理費として還元されているのか不明であり、市場の運営方針に利用者の意見が反映され

                                                        
1 2014 年 MINEPIA ドゥアラ年次報告に基づき算出 
2 MINEPIA ドゥアラ 6 区マノカ・ポストからの提供資料 
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るシステムはない。本プロジェクトで整備される施設が公共市場としての基本的機能を果

たすためには、これまで CUD が行ってきた市場管理の枠を超えた運営管理が必要であり、

運営管理は利用者の意見が反映される参加型の運営体制とし、施設の収入はユプウェ市場

施設の管理向上に還元する独立採算性とする。そのためには、新設施設の運営維持管理は

CUD の指導監督の下、MINEPIA が市場施設の衛生及び販売水産物の品質の検査、

AGECOMY が日常の管理業務を担う新しい運営管理組織を設立する必要がある。 

ソフトコンポーネント計画では、CUD、MINEPIA 及び AGECOMY を中心とした下図の

運営管理組合の設立支援及び、利用規則、運営業務手続、経理処理等に係る研修、訓練を

行い、施設の運営管理費が施設の収入によって賄われる独立採算性を確立させ、経費の支

出入の明朗化が確保されるような管理体制の構築を行う方針である。また、ジェンダー配

慮の視点から運営組織には 1 名以上の女性役員を配置する。 

 

 
図 1：想定されている運営組織の組織図 
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2. ソフトコンポーネントの目標 

 本ソフトコンポーネントの目標は、本プロジェクトで建設されるユプウェ水揚場・魚市

場の運営維持管理体制を構築し、運営維持を円滑に実施することである。このため、「カ」

国側で確立した運営組織、規程に基づき、運営・維持管理マニュアル等作成に係る支援及

び運営に係る会計手続き、経理処理、施設運営、維持管理の研修訓練を行う。料金体系や

利用規約の策定については、研修の中で漁民、仲買人、小売人、トランスポーター等の利

用者との合意形成を図っていくこととする。 

 「カ」国側は活動に先立ち、管理組織の定款及び役員職掌、組織運営規則、会計事務規

則、料金体系及び施設利用規約等の概要につき関係者間の合意を得ておく必要がある。 

 

 

3. ソフトコンポーネントの成果 

 上記の目標を達成するために本ソフトコンポーネントに求められる成果は以下のとおり

である。 

 

表 1：ソフトコンポーネントの成果 

• 成果(1) 管理帳票類が作成、活用され、管理される。 

• 成果(2) 経理課長が出納業務に習熟する。 

• 成果(3)  類似施設の事例の視察、情報交換を通して実務の要点を把握する。 

• 成果(4) 利用者へ料金体系・利用規則が周知され、理解される。 

• 成果(5) 運営維持に係る職員が自立した業務推進を行うために必要な知識を習得

する。 

• 成果(6) 運営維持に係る職員が自立した業務を開始する。 

 

 

4. 成果達成度の確認方法 

上記の各成果の達成度は、ソフトコンポーネントの活動実施後に以下の方法で確認する。 
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表 2：ソフトコンポーネントの成果と指標 

 成果 指標 
(1) 管理帳票類が作成、活用され、管理される。 運営規則に基づき徴収業務の帳簿及び施設管

理台帳が作成され、運用される。 
(2) 経理課長が出納業務に習熟する。 会計規則に沿って経理資料が作成され、運用さ

れる。 
(3) 類似施設の事例の視察、情報交換を通して

実務の要点を把握する。 
運営関係者による類似施設視察が行われ、新設

施設運営への教訓が得られる。 
(4) 利用者への料金体系・利用規則が周知され、

理解される。 
施設利用規約が策定され、職員による利用者へ

の利用規約説明会が行われる。 
(5) 運営維持に係る職員が自立した業務推進を

行うために必要な知識を習得する。 
業務手法や役員職掌等が成文化され、各職員に

対し説明が行われる。 
(6) 運営維持に係る職員が自立した業務を開始

する。 
予算案及び活動計画書が作成され、運用され

る。 

 

 

5. ソフトコンポーネントの活動 

 以下に各成果に対して実施するべき活動を示す。これらの活動は本邦コンサルタント・

現地コンサルタント及び「カ」国側タスクフォースが共同して実施するものとする。タス

クフォースは「カ」国関係機関、ステークホルダーの代表者及び運営組織から構成される。

タスクフォースは、関係機関とステークホルダーとの連携を図りつつ、ソフトコンポーネ

ント活動に参画し、双方の立場から意見交換を行う。また、プロジェクトの透明化を図る

ため、タスクフォースは、ステークホルダーに計画の進捗や活動などを広報する。 

 

(1) 成果(1) に関する活動 

・施設利用料金の徴収とチケット販売に関する帳票類の作成を行う。 

・施設・機材の日常のメンテナンスに関する管理台帳の作成を行う。 

・規約類（内部規約、組織定款、施設利用規約、役員職掌）の作成を行う。 

 

表 3：成果(1)に対するコンサルタントとタスクフォースの役割 

ローカルコンサルタント 本邦コンサルタント タスクフォース 

1) 規約類（内部規約、組織定款、

施設利用規約、役員職掌）の素

案の作成 
2) 帳票類及び管理台帳の作成 

1) 規約類、帳票類及び管理台帳の作

成支援 
2) 上記案について「カ」国関係機関

及びタスクフォースと協議して

その意見を反映させる。 

1) 規約類、帳票類及び管理

台帳の内容についてコ

ンサルタントと協議 

 

(2) 成果(2) に関する活動 

・運営管理の研修教材を作成し、運営組織の職員に対して運営管理の研修を実施する。 

・会計業務の研修教材や業務手法を作成して、経理課長に対して会計業務の研修を実施す
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る。 

・運営組織の職員に対して組織運営規則、会計規則における使用料徴収・集計方法、会計

帳簿、銀行口座の管理、に関する研修を開催する。 

 

表 4：成果(2)に対するコンサルタントとタスクフォースの役割 

ローカルコンサルタント 本邦コンサルタント タスクフォース 

1) 運営管理・会計手法と研修教

材の作成 
2) 運営組織設立の支援 
3) 運営管理・会計業務の研修の

実施 

1) 運営管理・会計業務手法と研修教材

について「カ」国関係機関に説明・

協議 
2) 運営組織設立の支援とモニタリン

グ 
3) 運営管理・経理業務の研修のモニタ

リングと評価 

1) 運営組織の職員を任命

2) 運営管理・経理業務の研

修の受講 

 

(3) 成果(3) に関する活動 

・運営組織の職員が我が国の水産無償資金協力によって 2006 年に建設された南部州オセア

ン県のクリビ零細漁業センターにおける運営維持管理の実務を視察し、諸手続きの具体

的な方法、不正防止措置、課題等につき情報交換を行う。 

・日常の清掃・維持管理、中長期の維持管理についての必要な作業を視察する。 

・視察結果に基づき、諸手続き、日常の清掃・維持管理、中長期の維持管理についての改

善点をまとめる。 

 

表 5：成果(3)に対するコンサルタントとタスクフォースの役割 

ローカルコンサルタント 本邦コンサルタント タスクフォース 

1) センター視察の結果を踏まえ

た規約類の見直しの支援 

1) クリビ零細漁業センター視察の

教材準備と調整業務 
2) センター視察のアテンド 
3) 規約類の見直し案の確認 

1) クリビ零細漁業センター

視察の参加 
2) センター視察の結果を踏

まえた規約類の見直し 

 

(4) 成果(4) に関する活動 

・新設施設利用者(漁民、仲買人、小売人、トランスポーター等)に対し、施設利用規約（料

金体系を含む）に係る説明会の開催を支援する。 

・「カ」国側が、利用者に対して、施設・機材の正しい使用法を研修することを支援する。

また、ポスターなどを用いて、利用規則を広く知らせることを支援する。 

 

表 6：成果(4)に対するコンサルタントとタスクフォースの役割 

ローカルコンサルタント 本邦コンサルタント タスクフォース 

1) ステークホルダー協議での意

見を反映して利用規約を修正 

1) ステークホルダー協議の開催支

援 
2) 施設使用方法についての研修の

モニタリング 

1) 利用規約を説明するため

にステークホルダー協議

を開催 
2) 施設使用方法についての
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3) ステークホルダー協議や研修の

モニタリング結果を分析し、課題

を抽出 

研修を実施 

 

(5) 成果(5)に関する活動 

・業務手法や規約類の成文化を支援する。 

・運営組織のメンバーに対して実地研修を行って業務手法や規約類の見直しをする。 

・各職員の意見を反映して業務手法や規約類の修正を行う。 

 

表 7：成果(5)に対するコンサルタントとタスクフォースの役割 

ローカルコンサルタント 本邦コンサルタント タスクフォース 

1) 運営組織のメンバーに対して

実地研修を実施 
2) 実地研修の結果を踏まえて業

務手法や規約類を訂正 
3) 規約類や業務手法の最終版を

作成 

1) 実地研修のモニタリング 
2) モニタリング結果を分析して、課

題を抽出、業務手法や規約類に反

映 
3) 規約類や業務手法の最終版につ

いて「カ」国関係機関と協議を実

施 

1) 実地研修への参加 
2) 業務手法や規約類の問題

点の抽出 
3) 規約類や業務手法の最終

版を確認する 

 

(6) 成果(6) に関する活動 

・予算案及び活動計画書の作成手順を運営管理組合の職員に研修を行った上、実際にそれ

らの計画が市場長によって作成されるようモニタリングと必要な支援を行う。 

・市場長によって作成された予算案及び活動計画書が実際に運用されるようにモニタリン

グと必要な支援を行う。 

 

表 8：成果(6)に対するコンサルタントとタスクフォースの役割 

ローカルコンサルタント 本邦コンサルタント タスクフォース 
1) 業務手引きに沿って予算案や活

動計画書が作成されるよう支援 
2) 予算案と活動計画書が実際に運

用されるようモニタリングを実

施 
3) 業務手引きに沿って日常業務が

行われるようモニタリングを実

施 

1) 予算案や活動計画書の作成

のモニタリング 
2) モニタリング結果を分析し、

課題を抽出 
3) 「コ」国関係機関とタスクフ

ォースに自立した運営管理

の実現に必要な提言をする

1) 予算案や活動計画書の作

成及びそのための協力 
2) 予算案と活動計画書に沿

った業務の遂行 
3) 業務手引きに沿った日常

業務の遂行 
4) 運営管理の実施とそのた

めに必要な協力 

 

 

上記活動と成果に必要な法人コンサルタント及び現地コンサルタント要員計画を次頁に示

す。 
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表 9：各活動への要員計画 

 

 

上記要員計画に加え、「カ」国側のタスクフォースが本計画に参画する。タスクフォース

のメンバーは下記のとおり。 

 

MINEPIA 3 名 
CUD 1 名 
AGECOMY 代表 1 名 
ブティック経営者代表 1 名 
燻製販売人代表 2 名 
漁民代表 1 名 
トランスポーター代表 1 名 
仲買人代表 1 名 
小売人代表 1 名 
運営組織役員 5 名 
(市場長、副市場長、経理課長、評価委員会) 

  

 

6. ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

 「カ」国には、施設の維持管理や運営業務に通じた人材、コンサルタント事務所が極め

て限られているため、本邦からの要員を派遣するコンサルタント直接支援、カウンターパ

ートより構成されるタスクフォースの活用、及び経営・会計に対して専門的な知見を持つ

①

国内事前準備
(帳票類・規約

類のドラフト作

成)

②

現地作業 (1)
(規約類の見直

し、現地ｺﾝｻﾙ選

定)

③

国内作業(1)
(研修教材の確

認、研修準備)

④

現地作業 (2)
(運営業務の研

修)

⑤

国内作業 (2)
(規約などの修

正、研修準備)

⑥

現地調査(3)
(実地研修、モ

ニタリング、規約

類最終化)

⑦

国内作業(3)
(報告書作成)

ﾛｰｶﾙｺﾝｻﾙ 邦人要員 邦人要員 邦人要員 邦人要員 邦人要員 邦人要員 邦人要員 邦人要員

国内 2日 2日

現地 20日 9日 9日

国内 4日 1日 2日 1日

現地 35日 8日 8日

国内 2日 2日

現地 10日 8日 8日

国内 3日 3日

現地 20日 18日 10日 8日

国内 4日 2日 2日

現地 20日 11日 11日

国内 6日 3日 3日

現地 40日 14日 14日

国内 21日 3日 0日 4日 0日 11日 0日 3日

現地 145日 68日 0日 19日 0日 19日 0日 30日 0日

国内 1.05

現地 4.83 2.27

成果(4)

成果(5)

成果(6)

合計 内訳

コンサルタント投入

成果(1)

成果(2)

成果(3)
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ローカルコンサルタント会社からの支援を組み合わせた計画とする。本邦要員はソフトコ

ンポーネント全体を統括し、ローカルリソースによる活動内容の指示、監理、指導を行う

ため、本計画と運営計画の枠組みを熟知している必要がある。 

一方、会計業務は「カ」国の国内法に準拠しなければならないため、経営や会計の専門

知識を有するローカルコンサルタント会社を活用し、国内法に沿った会計規約などの規約

類や運営管理及び会計業務の研修教材の作成、業務の研修を行う。再委託先は、ユプウェ

の状況を熟知し、類似案件の業務経験を有する会計事務所で MINEPIA が推薦する数社に対

して本案件の指示書を送付し、見積書を依頼する。仕様を満たした見積書の中で最も見積

金額の低い事務所を再委託先として選定する。 

 

 

7. ソフトコンポーネントの実施工程 

 施設の利用開始前の、2019 年 4 月より運用が開始できるよう、2018 年 11 月に運営管理研

修を行う。その後、施設完成にあわせて実地研修及びモニタリングを実施する。 

 

表 10：ソフトコンポーネントの実施工程案 

 
邦人コンサルタントによるモニタリングは 2019 年 3 月までとするが、ローカルコンサル

タント及びタスクフォースによる運営管理業務のモニタリングを 2019 年 4 月以降も継続す

る。 

歴年

会計年度

歴月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

道路整備工事

護岸工事

建築工事

後片付け、竣工検査

引き渡し

日本調達機材

現地調達機材

①国内事前準備

②現地作業(1)

③国内作業(1)

④現地作業(2)

③国内作業(1)

⑥現地作業(3)

⑦国内作業(3)

2019年
平成30年度平成29年度

2018年

工
事
工
程

ソ
フ
ト
コ
ン
ポ
ー

ネ
ン
ト

(帳票類・規約類の作成準備)

(規約類の見直し、現地コンサル選定)

(研修教材の確認、研修準備)

(運営業務の研修)

(規則等見直し、研修準備)

(実地研修、モニタリング)

(報告書作成)

▲

調達 輸送 搬入設
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8. ソフトコンポーネントの成果品 

・ソフトコンポーネント完了報告書 

・運営組織の定款・内部規約 

・役員職掌 

・施設・機材利用規則 

・運営業務・会計業務のマニュアル 

 

 

9. 相手国側の責務 

(1) 政府関係機関からの人材派遣及び計画プロセスへの参加 

運営組織の職員はCUD、MINEPIA及びAGECOMYから人材が派遣される計画であるが、

ソフトコンポーネントの実施過程で具体化した運営体制が共有され、効果的で持続可能な

施設の運営が実現されるためには、早期に人員を確定する必要がある。 

 

(2) 利用者への啓蒙 

 「カ」国側は利用者に対し十分な啓蒙活動を行い、規約の根拠、施設を利用するには料

金を払う必要があること、施設機材の秩序ある使用及び目的外利用の禁止を繰り返し説明

する。また、運営に関する利用者からの意見は規則などに反映させる。 

 

(3) 初期費用・赤字補填 

施設完工後は健全な運営を実現するために、運用開始時や赤字時の費用負担の明確化と、

収支の透明化が確保されるような体制の構築が必要である。「カ」国側は運用開始時の予算

の確保を行い、赤字時に費用を負担する責任機関を決定する。 

 

(4) ゴミの回収 

完工後に施設から出る廃棄物は、既存市場と同様に CUD が無料で回収する。 

 

 

10. 業務実施計画・日程案 

① 国内事前準備 (3日) 

・条件確認、現地コンサルタント指示書・契約書案の作成 1 日 
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・帳票類・規約類のドラフト作成 2 日 

② 現地作業(1) (19日) 

・運営管理・事業計画の方針について関係機関と確認及び協議を行う 

・規約類（会計管理、管理帳票類、施設利用規則、定款・内部規約・役員職掌）の確認・

修正 

・再委託先との協議・契約 

③ 国内作業(1)  (4日) 

・研修教材の確認 2 日 

・研修の準備 2 日 

④ 現地作業(2) (19日) 

・研修内容の協議 

・運営業務・会計業務の研修教材の作成 

・運営組織のメンバーに対する運営業務及び会計業務の研修（座学） 

⑤ 国内作業(2) (11日) 

・会計管理、管理帳票類の修正 3 日 

・施設利用規則の修正 2 日 

・定款、内部規約、役員職掌の修正 3 日 

・実地研修の研修プログラムの作成 2 日 

・クリビ零細漁業センター研修の準備 1 日 

⑥ 現地作業(3) (30日) 

・クリビ零細漁業センターでのワークショップ 

・規約類（運営規則、会計事務規則、利用規約・維持管理計画）の最終化支援 

・施設機材管理、利用の実地研修 

・会計事務の実地研修 

・予算案・計画案策定の研修 

⑦ 国内作業(3) (3日) 

・資料整理、報告書作成 
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表 11：現地作業日程案(参考) 

 

第1回現地作業 第3回現地作業
1 土 東京→パリ 1 土 東京→パリ
2 日 パリ→ドゥアラ 2 日 パリ→ヤウンデ
3 月 MINEPIA、CUD事前協議 3 月 大使館・JICA表敬
4 火 再委託業務内容の確認・契約 4 火 ヤウンデ→ドゥアラ　研修内容についての協議
5 水 再委託先との協議 5 水 研修教材の確認
6 木 運営管理・事業計画について関係機関と協議 6 木 運営業務研修（第2回現地作業で実施）の復習
7 金 施設利用規則について関係機関と協議 7 金 会計業務研修（第2回現地作業で実施）の復習
8 土 資料整理 8 土 研修準備
9 日 資料整理 9 日 ドゥアラ→クリビ

10 月 定款・内部規約・役員職掌の確認・修正 10 月 クリビ零細漁業センターワークショップ
11 火 会計手法について関係機関と協議 11 火 クリビ零細漁業センターワークショップ
12 水 規約類についてｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰから意見聴取 12 水 クリビ→ドゥアラ
13 木 規約類についてｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰから意見聴取 13 木 運営規則及び会計事務規則改善協議
14 金 MINEPIA、CUDと事業計画・進捗の確認 14 金 利用規約・維持管理計画改善協議
15 土 資料整理 15 土 結果検討会・規約修正
16 日 ドゥアラ→ヤウンデ 16 日 資料整理
17 月 大使館・JICA報告　ヤウンデ→ 17 月 結果検討会・規約修正
18 火 パリ→ 18 火 利用者への説明会
19 水 →東京 19 水 施設機材管理研修（対評価委員会）

20 木 施設利用規約研修（対運営組織）
21 金 施設利用規約研修（対利用者）

1 土 東京→パリ 22 土 施設利用規約研修（対利用者）
2 日 パリ→ドゥアラ 23 日 資料整理
3 月 MINEPIA、CUD事前協議 24 月 会計事務の実地研修（対経理課長）
4 火 研修内容の協議 25 火 会計事務の実地研修（対経理課長）
5 水 研修内容の協議 26 水 予算案・計画案策定の研修（対市場長・副市場長）
6 木 運営業務の研修　（規約類について） 27 木 予算案・計画案策定の研修（対市場長・副市場長）
7 金 運営業務の研修　（運営組織について） 28 金 事業計画・進捗の確認　ドゥアラ→
8 土 資料整理 29 土 パリ→
9 日 資料整理 30 日 →東京

10 月
運営業務の研修

(市場長・副市場長の業務研修)

11 火
運営業務の研修

（評価委員会研修）

12 水
会計業務の研修

（規約類についての研修）

13 木
会計業務の研修

（会計業務についての研修）

14 金 MINEPIA、CUDと事業計画・進捗の確認
15 土 資料整理
16 日 ドゥアラ→ヤウンデ
17 月 大使館・JICA報告　ヤウンデ→
18 火 パリ→
19 水 →東京

第2回現地作業
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